
何かと慌ただしい年末は、交通事故
がとても多く発生する時期です。こん
なときこそ、交通ルールやマナーを守
ったり、安全確認をしたりすることが
大切です。
明るい新年を笑顔で迎えるために、
一人一人が心にゆとりや思いやりを持
ちましょう。

15日D

16日E

 17日F

19：00～20：00

18：30～18：50

  7：00～  8：00

（街頭指導・広報の日） 

街頭指導及び広報 

富士市交通安全指導員視閲 

主要交差点街頭指導 

ダミー交通教室 

ゆく年くる年交通安全 

交通安全母の会高齢者訪問 

11：15～11：45

17：00～18：00

  7：40～  8：30 高校生自転車通学街頭指導 

（夕暮れ時の交通事故防止の日） 

  9：30～11：30

夕暮れのライトオン作戦 

各地区 
市役所駐車場 

市役所駐車場 

国道139号 
沿線各地区 

広見小学校 

ＪＲ富士駅 

20日B

21日C

17：00～19：00 
（うち1時間） 

13：00～15：30 教育会館 

市内 6 か所 

市内 

富士駅北地区 

交通教室  13：30～14：30

 16：00～17：00

デイサービス 
ふじの花 

交通事故ゼロの日街頭指導 

キラキラファッションと 
　　　　　　 交通教室 
携帯電話使用運転追放・シートベ 
ルト着用街頭指導及び取り締まり 

国道139号 
沿線 

（高齢者の交通安全を語る日） 

22日D 15：00～16：00 ロゼシアター 
西側交差点 

24日F

（飲酒運転撲滅一斉パトロールの日） 
飲酒運転追放 
　　　 夜間パトロール 19：00～20：00 富士駅・吉原 

中央駅周辺 

 27日B

31日G

18：00～20：00 
（うち1時間） 主要交差点街頭指導 各地区 

（ゆく年くる年交通安全を語る日） 
初日の出暴走取り締まり 市内全域 

と　　き 行　　事 ところ  
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○
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

・
も
み
じ
マ
ー
ク
を
表
示
し
た
車
に

は
、
速
度
を
落
と
し
た
り
道
を
譲
っ

た
り
す
る
な
ど
、
思
い
や
り
運
転
を

心
が
け
ま
し
ょ
う
。

・
高
齢
者
が
外
出
す
る
と
き
に
は
、

家
族
が
交
通
安
全

に
つ
い
て
一
声
か

け
て
、
注
意
を
促

し
ま
し
ょ
う
。

○
飲
酒
運
転
の
撲
滅

・
「
少
し
ぐ
ら
い
な
ら
大
丈
夫
」、

「
さ
め
た
か
ら
大
丈
夫
だ
ろ
う
」の
甘

い
考
え
は
捨
て
、
飲
酒
運
転
は
絶
対

に
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
「
飲
ん
だ
ら
乗
ら
な
い
」、「
乗
る

な
ら
飲
ま
な
い
」、「
乗
る
な
ら
飲
ま

せ
な
い
」
の
『
三
な
い
運
動
』
を
実

践
し
ま
し
ょ
う
。

○
夕
暮
れ
時
の交

通
事
故
防
止

・
夕
暮
れ
時
は
車
も
自
転
車
も
早
目

に
ラ
イ
ト
を
点
灯
し
、
相
手
の
車
や

自
転
車
、
歩
行
者
に
接
近
を
知
ら
せ

ま
し
ょ
う
。

・
夜
間
外
出
す
る
と
き
は
、
目
立
つ

服
装
で
靴
や
持
ち
物
に
反
射
材
を
取

り
つ
け
、
運
転
者
か
ら
発
見
さ
れ
や

す
い
よ
う
家
族
み
ん
な
で
配
慮
し
ま

し
ょ
う
。

街頭や地域で啓発活動を行います
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もみじマーク

※このほか、年末の交通安全運動に伴う研修会（12月2日予
定）、高齢者福祉施設における交通教室などの活動を予定し
ています。


